
○
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
別
に
告
示

す
る
要
件

（
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
四
十
七
号
）

最
終
改
正

令
和
六
年
九
月
十
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則(

平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省

令
第
四
十
六
号)

第
二
十
一
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
要
件
を
次
の
よ
う
に
定
め

、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
別
に
告
示

す
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
々
年
度
（
以
下
「
申
請
前
年
度
」
と
い

う
。
）
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和

五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
様
式
第
九
特
定
―
第
四
表
に
記
載
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単
位
の
五
年
度
間



平
均
原
単
位
変
化
又
は
電
気
需
要
最
適
評
価
原
単
位
の
五
年
度
間
平
均
原
単
位
変
化
が
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る

こ
と
。

二

申
請
前
年
度
に
お
い
て
、
工
場
等
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
事
業
者
の
判
断
の
基
準
（
平
成

二
十
一
年
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
判
断
基
準
」
と
い
う
。
）
別
表
第
五
の
事
業
の
欄

に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
指
標
の
欄
に
掲
げ
る
指
標
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る

値
が
、
同
表
の
目
指
す
べ
き
水
準
の
欄
に
掲
げ
る
水
準
を
達
成
し
て
い
る
こ
と
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
申
請
を
行
う

者
が
行
う
事
業
の
う
ち
、
判
断
基
準
に
掲
げ
る
目
指
す
べ
き
水
準
を
達
成
し
て
い
る
事
業
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
年
度

の
使
用
量
が
当
該
申
請
者
が
設
置
し
て
い
る
全
て
の
工
場
又
は
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
工

場
等
」
と
い
う
。
）
（
特
定
連
鎖
化
事
業
者
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
連
鎖
化
事
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
者
が
行
う
連
鎖
化
事
業
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

連
鎖
化
事
業
を
い
う
。
）
の
加
盟
者
が
設
置
し
て
い
る
当
該
連
鎖
化
事
業
に
係
る
工
場
等
を
含
み
、
認
定
管
理
統
括
事
業

者
（
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
管
理
統
括
事
業
者
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
管
理
関
係
事
業
者



（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
関
係
事
業
者
を
い
う
。
）
が
設
置
し
て
い
る
工
場
等
を
含
む
。
）
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
年
度
の
使
用
量
の
過
半
を
占
め
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
。

附

則
（
令
和
二
年
七
月
一
四
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
四
九
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
五
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
三
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
六
年
九
月
一
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
五
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第



三
号
ホ
に
規
定
す
る
別
に
告
示
す
る
要
件
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
つ

い
て
適
用
す
る
。


